
   川崎市新エネルギー振興協会会則 
 
                        平成１９年１０月３０日 制定 
                        平成２０年 ５月２２日 改正 
                        平成２１年 ５月１３日 改正 
                        平成２３年 ５月２５日 改正 
                         令和３年 ６月２８日 改正 
        令和４年 ４月 １日 改正 
                                                                              
   第１章 総 則 
第１条 本会は、川崎市新エネルギー振興協会と称する。  
第２条 本会は、新エネルギー産業の基盤確立に向け、新エネルギーの普及促進、技術  

的知見の拡充及び会員相互の親睦・交流を図り、もって、持続可能な都市の形成に寄  
与することを目的とする。 

第３条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
 (1) 新エネルギーの普及促進に資する販売促進事業の実施及び展示会の開催 
 (2) 新エネルギー技術に関する研究発表会、講演、研修等の開催 
 (3) 新エネルギー利用に関する学術団体及び行政機関との連絡調整 
 (4) 新エネルギー利用に関する資料及び情報の収集と提供  
 (5) その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業 
   第２章 会 員 
第４条 本会の会員は、普通会員、特別会員及び賛助会員の３区分とする。 
第５条 入会に際しては、役員会の承認を得て仮会員となり、総会の議決を経た上で会 
 員とする。 
第６条 普通会員は、本会の目的に賛同し、入会を希望する川崎市内に営業拠点を置く 
 法人、個人事業主又は本会の趣旨に賛同する個人とする。 
第７条 特別会員は、本会の事業に賛同する公益的団体又は行政機関とする。 
第７条の 2 賛助会員は、本会の目的に賛同する法人、個人又は団体とする。 
第８条 普通会員、特別会員及び賛助会員は、当該年度の予算書において定める年会費 
 を納入しなければならない。 
第９条 退会する場合には、会長に退会届を提出するものとする。 
   第３章 役 員 
第 10 条 本会に、会長、副会長、理事、会計及び監事各１名を置く。 
２ 本会は、役員会の承認を得て、必要に応じて顧問（学識経験者）を置くことができ 
 る。 
第 11 条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
第 12 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 



第 13 条 理事は、会長及び副会長とともに会務を掌る。 
第 14 条 会計は、本会の予算執行を掌り、金銭の出納、帳簿の記載など必要な事務を 
 会計事務担当に指示する。 
第 15 条 監事は、本会の会計監査に当たる。 
第 16 条 顧問は、会長の諮問に応じるとともに、必要に応じて総会及び役員会に出席  
 して意見を述べることができる。 
第 17 条 役員は、総会において互選する。 
第 18 条 顧問は、役員会の議決を経て会長が任命する。 
第 19 条 役員の任期は、原則として２年とする。ただし、再任を妨げない。 
   第４章 会 議 
第 20 条 本会の会議は、総会及び役員会とする。  
第 21 条 総会は、会員により、原則として毎年１回開催し、会長が議長となり事業報 

告、事業計画、予算、決算の承認、役員の選出、会則の変更その他重要事項を審議決 
定する。 

第 22 条 総会の議決は、出席会員のうち賛助会員を除く会員の過半数の賛成をもって 
 成立する。 
第 23 条 役員会は、必要に応じて会長が役員を招集し、事業計画の立案、総会に提出 
 すべき議案の作成、事業実施の方法等の本会の運営についての審議決定を行う。 
   第５章 会 計 
第 24 条 本会の経費は、会費、負担金、寄付金その他の収入によって支弁する。 
第 25 条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月末日に終わ 

る。 
第 26 条 会計は、会計年度終了後、収支決算書を作成し、監事の承認を受けた後、総  
 会に提出しなければならない。 
第 27 条 会計事務担当は、会員から選出し、役員会において任命する。 
   第６章 事務局 
第 28 条 本会の事務を執るため、当分の間、川崎市経済労働局イノベーション推進部

に事務局を置く。 
   附 則  
 （施行期日） 
１ 本会則は、平成 19 年 10 月 30 日から施行する。 
 （任期の特例）  
２ 初代の役員の任期については、第 19 条の規定にかかわらず、平成 19 年 10 月 30 
 日から平成 21 年春に開催される総会までとする。 
 （会計年度の特例） 
３ 19 年度会計については、第 25 条の規定にかかわらず、平成 19 年 10 月 30 日から 
 平成 20 年 3 月 31 日までとする。 



   附 則  
 本会則は、平成 20 年 5 月 22 日から施行する。 
   附 則  
 本会則は、平成 21 年 5 月 13 日から施行する。 
   附 則 
 本会則は、平成 23 年 5 月 25 日から施行する。 
   附 則 
 本会則は、令和 3 年 6 月 28 日から施行する。 

附 則 
 本会則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
 

 


